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裁判所の構内駐車場の利用について 

                （お知らせ） 
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秋 田 家 庭 裁 判 所 
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 令和元年６月１０日から，庁舎建替のための仮庁舎建築工事が始

まります。これに伴い駐車スペースが狭くなり，裁判所の駐車場は，

庁舎南側駐車場のみとなります。 

ご不便をおかけしますが，ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 裁判所構内南側駐車場には     のルートを通行してください。  

       のルートは通行できません   


